
 

教
科
書
に
戦
争
法 

 

昨
年
９
月
の
戦
争
法
（
安
全
保
障
関

連
法
）
成
立
を
う
け
、
教
科
書
会
社
が

訂
正
を
申
請
し
、
文
科
省
に
承
認
さ
れ

た
こ
と
が
報
じ
ら
れ
ま
し
た
。（
朝
日
新

聞
３
月
６
日
付
） 

「
中
学
の
３
社
は
、
東
京
書
籍
、
育
鵬

社
、
日
本
文
教
出
版
。
公
民
の
シ
ェ
ア

が
ト
ッ
プ
の
東
京
書
籍
は
、
法
成
立
の

事
実
に
加
え
、『
憲
法
第
９
条
で
認
め
ら

れ
る
自
衛
の
範
囲
を
こ
え
て
い
る
と
い

う
反
対
の
意
見
も
あ
り
ま
す
』
と
明
記

し
た
。
一
方
、『
新
し
い
歴
史
教
科
書
を

つ
く
る
会
』
の
流
れ
を
く
む
育
鵬
社
は

『
日
本
の
安
全
保
障
体
制
が
強
化
さ
れ

ま
し
た
』『
国
際
平
和
へ
の
積
極
的
貢
献

の
範
囲
も
広
が
り
ま
し
た
』と
記
載
し
、

日
本
文
教
出
版
は
『
集
団
的
自
衛
権
の

行
使
な
ど
、
自
衛
隊
の
活
動
範
囲
が
広

が
り
ま
し
た
』
と
し
た
。
い
ず
れ
も
、

反
対
意
見
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な

い
。」 

 

 

 

 

   

 

 

成
立
後
も
戦
争
法
廃
止
を
求
め
る
国

民
の
運
動
は
広
が
り
、
５
野
党
が
戦
争

法
廃
止
法
案
を
２
月
19
日
提
出
し
ま

し
た
が
、
育
鵬
社
教
科
書
は
、「
僕
ら
が

戦
争
に
行
く
」
と
の
中
学
生
の
不
安
に

応
え
な
い
、
ま
さ
に
〝
ア
ベ
す
ぎ
る
〟

教
科
書
で
す
。（
女
子
高
生
に
流
行
っ
て
い
る

と
言
わ
れ
る
言
葉
。
他
人
の
話
が
聞
け
な
い
、

馬
鹿
す
ぎ
る
、
聞
か
れ
た
こ
と
に
答
え
な
い
、

ご
ま
か
す
の
意
） 

 

「
集
団
的
自
衛
権 

憲
法
上
許
さ
れ
る
」 

 

育
鵬
社
公
民
教
科
書
（
２
０
１
５
年

３
月
検
定
済
）
は
、「
日
本
と
密
接
な
関

係
に
あ
る
他
国
に
対
す
る
武
力
攻
撃
が

発
生
し
た
場
合
に
、
日
本
が
必
要
最
小

限
度
の
範
囲
で
実
力
を
行
使
す
る
こ
と

は
、
憲
法
上
許
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か

と
の
指
摘
が
あ
り
ま
す
。
」「
２
０
１
４

年
に
は
、
政
府
の
従
来
の
憲
法
解
釈
を

変
更
し
て
、
限
定
的
に
集
団
的
自
衛
権

の
行
使
を
容
認
す
る
こ
と
を
閣
議
決
定

し
ま
し
た
。」と
す
で
に
書
い
て
い
ま
す 

が
、「
戦
争
す
る
人
づ
く
り
」 

の
教
科
書
で
あ
る
こ
と
が
改 

め
て
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。 

育鵬社 


